
基本財産処分承認

【１】概要

社会福祉法人が基本財産の処分を行う場合、理事会及び評議員会の議決等定款で定める手続きを

経た後、基本財産処分承認申請書と必要な添付書類を指宿市長（所轄庁）に提出してください。

【２】事務手続き

（１）提出書類

別添「基本財産処分承認申請添付書類一覧」を参照してください。

（２） 処分承認を受ける事項

処分承認を受ける場合は、基本財産の取り壊し、売却、貸与等使用権の設定、運用財産への

切り替え、公益事業用財産への切り替え、収益事業用財産への切り替え等が該当いたします。

なお、次に掲げる場合は処分承認が不要です。

① 社会福祉施設の改築に当たって老朽民間社会福祉施設整備費（※1）の国庫補助が行われ

る場合

② 施設の増築を行う場合で、建物の基本的計上に変更がないと認められ、仮に修復するとし

ても多額の費用を要しないような軽微な処分の場合

（３） 処分が認められる場合

基本財産の処分が認められる場合は、次のとおりです。

（ア）処分の目的の妥当性

法人の役員や役員の経営する会社等の債務に充てるなど、当該法人の事業とは無関係の目的

で行う処分は認められません。

（イ）処分の必要性

国又は地方公共団体からの十分な額の助成が見込めないことや基本財産以外に処分しうる財

産が存在しないこと等の理由によって、基本財産の処分を行う以外に適当な手段がないことが

必要となります。

※1 対象施設

・児童福祉法に規定する障害児入所施設

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事

業所又は障害者支援施設

・生活保護法に規定する救護施設、更生施設又は宿所提供施設
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